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平成１９年２月２３日
経 済 産 業 省
九 州 経 済 産 業 局

特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に
対する業務停止命令（３か月）について

経済産業省は、電話勧誘販売業者である有限会社グランディアフォアネット
（通称：ビジネスサポートセンター （福岡県福岡市）に対し、特定商取引法）
第２３条第１項の規定に基づき、本年２月２４日から５月２３日までの３か月
間、電話勧誘販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。認定した違
反行為は、不実告知、氏名・勧誘目的等不明示、再勧誘、契約書面の記載不備
等及び迷惑勧誘です。

１．有限会社グランディアフォアネット（通称：ビジネスサポートセンター）は、
「経営業務監査講座」などのビジネス教材（以下 「本件商品」という ）の電、 。
話勧誘販売を行っていました。同社は、過去に自社又は他の事業者と教材の売買
契約を締結したことのある消費者に電話をかけ、過去に締結した契約にかかる義
務が存在し、そのことにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げるほ
か、本件商品の支払いをすることで、あたかも、自社及び他の事業者からの勧誘
がなくなるかのように告げるなど、虚偽の説明を行い、本件商品の販売について
勧誘を行っていました。

２．また、同社は、消費者に対し、勧誘に先立って、他の事業者の名称を名乗り又
は同社の通称名である「ビジネスサポートセンター」を名乗って同社の正式な名
称を名乗らず、勧誘を行う者が偽名を名乗り、本件商品の売買契約の締結につい
て勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類について告げていません
でした。

． 、 、 、３ また 同社は 本件商品の売買契約を締結したときに消費者に交付する書面に
事業者名、代表者名、販売担当者名及び契約の解除に関する事項に係る記載につ

、 。いて不備がみられ 販売担当者名に偽名を記載するなど虚偽記載をしていました

４．さらに、同社は、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者
に対し、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしているほか、消
費者の職場へ何度も電話をかけたり、長時間執拗に勧誘を続けるなど、違法な再
勧誘や迷惑勧誘をしていました。
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【本件に関する問い合わせ先】
経済産業省消費者相談室 電話 ０３－３５０１－４６５７
北海道経済産業局消費者相談室 ０１１－７０９－１７８５
東北経済産業局消費者相談室 ０２２－２６１－３０１１
関東経済産業局消費者相談室 ０４８－６０１－１２３９
中部経済産業局消費者相談室 ０５２－９５１－２８３６
近畿経済産業局消費者相談室 ０６－６９６６－６０２８
中国経済産業局消費者相談室 ０８２－２２４－５６７３
四国経済産業局消費者相談室 ０８７－８６１－３２３７
九州経済産業局消費者相談室 ０９２－４８２－５４５８
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 ０９８－８６２－４３７３
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有限会社グランディアフォアネットに対する行政処分の概要

１．事業者の概要

(1) 名 称： 有限会社グランディアフォアネット（通称：ビジネスサポートセンター）
(2) 代 表 者： 川 勝幸﨑

福岡市中央区天神四丁目１番１７号博多天神ビル(3) 所 在 地： 福岡県
年１１月(4) 設 立： 平成１２

(5) 取 引 形 態： 電話勧誘販売
(6) 取 扱 商 品： 経営業務監査講座 （テキスト・ビデオ・ＣＤ）

現代経営法務実践大系 （テキスト・ビデオ）
詳解実践法務必携（テキスト）トータルマネージメント

現代マネジメント全集 （テキスト）
(7) 売 上 高： 約１億９百万円（平成１７年度）
(8) 役 職 員： 役員１名、従業員２名

２．取引の概要

有限会社グランディアフォアネットは 「経営業務監査講座」などのビジネス教、
材（以下 「本件商品」という ）の電話勧誘販売を行っているところ、過去に自、 。
社又は他の事業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者に電話をかけ 今、「
後も法律が変わるたびに教材を買わないといけなくなります 「 通信教育を）脱。」（
退するには、通信教育引き上げ事務局に依頼することになりますので、事務手数料
を払ってもらいます 」などと過去に締結した契約にかかる義務が存在し、そのこ。
とにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げるほか 「支払いが済んだ、
ら２度と電話をかけませんし、どこからも電話はかからなくなります 」などと、。
本件商品の支払いをすることで、あたかも、自社及び他の事業者からの電話勧誘が
なくなるかのように告げるなど、虚偽の説明を行い、本件商品の販売について勧誘
を行っていた。
また、同社は、消費者に対し、勧誘に先立って、他の事業者の名称を名乗り又は

同社の通称名である「ビジネスサポートセンター」を名乗って同社の正式な名称を
名乗らず、勧誘を行う者が偽名を名乗り、本件商品の売買契約の締結について勧誘
をするためのものであること及び本件商品の種類について告げていなかった。
また、同社は、本件商品の売買契約を締結したときに消費者に交付する書面に、

事業者名、代表者名、販売担当者名、及び契約の解除に関する事項に係る記載につ
いて不備がみられ、販売担当者名に偽名を記載するなど虚偽記載をしていた。
さらに、同社は、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示した消費者に

対し、その電話で勧誘を続け、又は再び電話をかけて勧誘をしているほか、消費者
の職場へ何度も電話をかけたり、長時間執拗に勧誘を続けるなど、違法な再勧誘や
迷惑勧誘をしていた。

３．業務停止命令の内容と期間

（ 業務停止命令の内容１）
特定商取引法第２条第３項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次

の業務を停止すること。
�売買契約の締結について勧誘を行うこと。
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�売買契約の申込みを受けること。
�売買契約を締結すること。

業務停止命令の期間（２）
平成１９年２月２４日から平成１９年５月２３日まで（３か月間）

４．業務停止命令の原因となる事実

同社は、以下のとおり特定商取引法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売
。に係る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められた

（１）不実告知（特定商取引法第２１条第１項）
①顧客が当該売買契約の締結を必要とする事情に関する事項に係る不実告知
（同項第６号）
同社は 過去に他社と教材の売買契約を結んだことのある消費者に対し 今、 、「

。」「（ ）後も法律が変わるたびに教材を買わないといけなくなります 通信教育を
脱退するには、通信教育引き上げ事務局に依頼することになりますので、事務
手数料を払ってもらいます 」などと過去に締結した契約にかかる義務が存在。
し、そのことにより、何らかの手続きが必要であるかのように告げていた。
しかし、実際には、過去に締結した契約にかかる義務は存在せず、また、何

らかの手続きをする必要はない。
②顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものに係る不実告知（同項第７
号）
同社は、消費者に対し 「支払いが済んだら２度と電話をかけませんし、ど、

こからも電話はかからなくなります 」などと、本件商品の支払いをすること。
、 、 。で あたかも 自社及び他社からの電話勧誘がなくなるかのように告げていた
しかし、実際には、自社及び他の事業者からの電話勧誘が無くなるものでは

ない。

（２）氏名・勧誘目的等不明示（特定商取引法第１６条）
同社は、消費者に対し、勧誘に先立って、他の事業者の名称を名乗り又は同

社の通称名である「ビジネスサポートセンター」を名乗って同社の正式な名称
を名乗らず、勧誘を行う者が偽名を名乗り、本件商品の売買契約の締結につい
て勧誘をするためのものであること及び本件商品の種類について告げていなか
った。

（３）再勧誘（特定商取引法第１７条）
同社は、電話勧誘を受けた消費者が本件商品の売買契約を締結しない旨の意

思表示をしているにもかかわらず、さらにその電話で勧誘を続け、又は再び電
話をかけて勧誘していた。

（４）契約書面の記載不備等（特定商取引法第１９条第１項）
同社は、本件商品の売買契約を締結した際、当該売買契約の内容を明らかに

する書面において、正式な事業者の名称、代表者の氏名及び販売担当者の氏名
を記載していなかった。また 「契約の解除に関する事項について不実のこと、
を告げる行為をしたことにより誤認をし、又は威迫したことにより困惑をし、
これらによって契約の解除を行わなかった場合には、改めて契約の解除ができ
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る旨の書面を受領した日から起算して８日間を経過するまでは契約の解除がで
きる」旨を記載していなかった。さらに、販売担当者の氏名に偽名を記載して
いた。

（５）迷惑勧誘（特定商取引法第２２条第３号、同法施行規則第２３条第１号）
同社は、消費者に対して、職場への電話勧誘や、長時間にわたり、或いは、

執拗に勧誘を続ける等、当該消費者が迷惑を覚えるような仕方で勧誘をしてい
た。

５．事例

【事例１】

（有）グランディアフォアネットの販売員は、平成１７年１１月、かつて他の
事業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者Ａの職場に電話をかけ、Ｘ
社と名乗った後 「以前衛生管理者の教材を購入されましたよね。試験は受けら、
れましたか 」と告げ、Ａが「受けていません 」と答えると 「今後も続ける気。 。 、
はないんですか 」と続けて告げ、Ａが 「仕事が忙しいし、続ける気はありま。 、
せん 」と答えると同販売員は 「衛生管理者は国家資格なので、国の方で法改。 、
正があると衛生管理者の試験内容も変わります。今後も法律が変わるたびに教材
を買わないといけなくなります。続ける気がないのであれば、改正の度に教材を
買うのはムダになってしまいますので、通信教育から脱退することもできます。
脱退するには、通信教育引き上げ事務局に依頼することになりますので、事務手
数料を払ってもらいます。脱退の手数料は４２万円です。脱退する場合には、あ
なたに通信教育引き上げ事務局から連絡が入ります。引き上げが完了したら、Ｘ
社から今後一切電話はしません 」と告げた。Ａは、以前の教材の購入契約をし。
たときに、これが最後の教材だと営業員から聞いた記憶があったので、反論した
が、同販売員は 「法改正の度に教材を購入するか、手続料を払って通信教育か、
ら脱退するか、どちらかを選ばなければいけない 」という説明を繰り返し告げ。
た。Ａは 「どちらもしたくない 」と何度も断わったが、同販売員が繰り返し、 。
どちらかを選ぶしかないと告げたことから、Ａは「どちらかを選ばないといけな
いのならば終了します 」と言った。同販売員は最後に 「では通信教育引き上。 、
げ事務局から終了の確認電話が入ります 」と告げて電話を終らせた。このとき。
の電話は３０分～４０分間という長い電話であった。
その約１週間後、同社の販売員は、仕事中のＡの携帯電話に電話をかけ、ビジ

ネスサポートセンターのＤと名乗った。Ａが 「引き上げ事務局ではないのです、
か 」と聞き返したところ、同販売員は 「正式名称がビジネスサポートセンタ。 、
ーなんです 」と告げ 「それでは引き上げの手続に入るので、すぐに契約書類。 、
などを送ります 「今までＸ社でやっていた衛生管理者教材を一括で買い上げ。」、
る形になる。今後は衛生管理者の教材勧誘がこなくなる代わりに、最後に一括で
新しい教材を買ってもらわないといけない。教材の金額は４２万円。契約すれば
最後にテキストと引き上げ確認証を送って終わりになる 」と告げた。。
なお、Ａに交付されたクレジット契約書には、担当者名に偽名が記載されてい

た。
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【事例２】

（有）グランディアフォアネットの販売員は、平成１８年３月、かつて他の事
業者と教材の売買契約を締結したことのある消費者Ｂの自宅に電話をかけ、最初
にビジネスサポートセンターのＥと名乗り「昨年契約されたシステムマネジメン
トの講座がまだ終わっていないので、３９万９千円払ってください 「すぐ契。」、
約して、３月△日までに払わなければ、７１万４千円払ってもらうことになりま
すよ 」と告げた。Ｂは 「昨年も払いましたので、もう払えません 」と言った。 、 。
が、同販売員は 「すぐに払ってもらわないと、今後通信教育などを受けること、
ができなくなりますし、こちらも一切指導することができなくなります。今後自
分で資格を取ろうとするときにも差し支えますよ 」と告げた。Ｂは、資格が必。
要であるような仕事に就いているわけではなかったので 「私は資格を取る気は、
一切ありませんし、通信教育も受けるつもりはありません 」と言ったが、同販。
売員は 「資格は今後必要なものですから 「こういうものはどうしても取っ、 。」、
てもらわないといけないものですから 」と同じようなことを繰り返し告げて、。
しつこく勧誘した。Ｂが「そう言われても払えません 」と言うと、さらに、同。
販売員は「３９万９千円は、どうしても払ってもらわないといけません 「手。」、
続が済めば、こちらから電話はかけることは一切ありません 「別の会社から。」、
の電話もかからなくなります 」等と告げた。このように同販売員が同じ事をし。
つこく繰り返して勧誘を続けたので、Ｂは取りあえず資料を送ってもらうことに

。 、 、 、 、した 数日後 同社からＢの自宅に資料が届いたが Ｂが 届いた資料を見ると
新しい教材を契約する内容になっていた。
なお、このとき、Ｂに交付されたクレジット契約書には、担当者名の記載がな

かった。

【事例３】

（有）グランディアフォアネットの販売員は、平成１８年４月、かつて同社と
教材の売買契約を締結したことのある消費者Ｃの職場に電話をかけ、最初にビジ
ネスサポートセンターのＦと名乗り 「昨年、講座の契約をしていただきました、
が、まだ終了されていませんよね。講座はまだ続いているので、大阪で開かれる
研修会に出ていただかないといけません 「研修会に出るためには４０万円以。」、
上かかるのです。もし研修会に出ないのであれば別の教材を買ってもらわないと
いけません。教材代は４４万円くらいです 「講座は続いているので、研修会。」、
に出ても出なくても４０万円以上必要なんです 」等と告げて３０分以上しつこ。
く勧誘を続けた。同販売員の電話がなかなか終わらなかったので、Ｃは、資料を
送ってもらった後に契約を解除すればいいと思い、資料を送ってもらうことにし
た。

、 、 、なお Ｃに交付された契約書には 販売業者名に通称名だけが記載されており
同社の正式な名称が記載されておらず、また、代表者名、契約の解除に関する事
項の一部及び担当者名が記載されていなかった。


